
建設環境委員長報告

                   令和４年１１月定例会（１２月１６日） 

 建設環境委員長報告をいたします。

 今定例会において建設環境委員会に付託されました議案のうち、既に１２月７日

に報告いたしましたものを除く議案の審査結果等について報告いたします。

 本委員会に付託されました議案は、「島根県手数料条例の一部を改正する条例」な

ど条例案３件、「公の施設の指定管理者の指定について」など一般事件案４件、「令

和４年度島根県一般会計補正予算（第６号）」など予算案４件であります。

 これらの議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、いず

れの議案も全会一致をもって、原案どおり可決すべきとの審査結果でありました。

次に、報告事項など所管事項調査における質疑、意見等のうち主なものについて申

し上げます。

 まず、環境生活部所管事項についてであります。

 執行部から報告のありました「「島根県パートナーシップ宣誓制度」の検討につい

て」では、委員から、肩身の狭い思いをしておられるＬＧＢＴ等の当事者の方に手を

差し伸べることは非常にいいことだと思うが、市町村はどのように関与していくの

かとの質問があり、執行部からは、市町村については、パートナーシップ宣誓書受領

証を持つことで受けられる行政サービスの提供という点で関わりがあるが、具体的

には、これから市町村の意見を聞いていく予定であるとの回答がありました。

 次に、企業局所管事項についてであります。

 執行部から報告のありました「島根県水道広域化推進プラン（案）について」では、

委員から、生活面における最大のサービスである水道については、水道事業の今後の

あり方について国に方向性を出してもらい、都道府県はそれに基づいて対応を講ず

るべきであるとの意見がありました。

次に、土木部所管事項についてであります。

 執行部から報告のありました「島根県汚水処理事業広域化・共同化計画（素案）に

ついて」では、委員から、収支の見通しを示すことで、広域化・共同化に積極的に参

加するよう市町村を誘導してほしいとの意見があり、執行部からは、計画策定後も市

町村の意見や進捗状況を把握しながら進めていき、有効な統合を模索していきたい



との回答がありました。

最後に、本委員会では、昨年度から「省エネルギー社会の実現について」をテーマ

に、現地調査を含め調査活動を行ってまいりました。その結果を報告いたします。

 近年の自然災害は、地球温暖化に伴う気候変動などの影響により激甚化、頻発化し

ており、全国各地で大規模災害が相次いでいます。 

 政府は、２０５０年までに温室効果ガス排出実質ゼロにする、脱炭素社会の実現を

目指すことを宣言し、本県においても、令和２年１１月に同様の目標を掲げました。

この目標を達成するためには、産業、業務、家庭、運輸の各部門において効率的なエ

ネルギーの使用などを一層推進する必要があります。 

 この中で業務・家庭部門の温室効果ガス排出量は、エネルギー消費量全体の約４割

を占めていますが、我慢や不便などを強いることもあり、省エネルギー対策が十分に

進んでいない状況にあります 

 そこで、本委員会では、業務・家庭部門を中心に、省エネの先駆的な取組を行って

いる事例などについて調査を行いました。 

 まず、業務・家庭部門における省エネ促進の取組状況であります。

 松江市の有限会社田辺工務店では、高い断熱性を備えた住宅に太陽光発電を組み

合わせることで１年間のエネルギー消費を実質ゼロ以下とする住宅ＺＥＨの建設に

取り組まれていました。併せて、建築物省エネルギー性能表示制度ＢＥＬＳを取得す

ることにより、エネルギー消費量がどれだけ削減されるのかを見える化するととも

に、具体的な光熱費削減効果を消費者にわかりやすく伝えるなど工夫をして、その普

及に取り組まれていました。

 益田市役所では、平成３０年度に指定管理や直営の福祉施設１１施設の照明につ

いて、リース方式によってＬＥＤ照明への取替えが行われました。この１１施設は、

ＬＥＤ照明への取替によるコスト削減効果がリース料を上回ると見込まれるという

ことで対象として選定されたとのことです。

 益田市立桂 平
かつらがひら

小学校では、校舎の改築にあわせて、建物の省エネと再生可能エネ

ルギーを組み合わせることで年間のエネルギー収支をゼロ以下とするＺＥＢ化に取

り組まれました。屋根・外壁・窓の断熱、空調・換気・照明設備の省エネ化、太陽光

発電などにより、実績として一次エネルギー消費量削減率は約８０％となっている

とのことでした。

 しまねエコライフサポートセンターでは、県や国からの補助を受けて、子どもから

大人まで幅広い層を対象として環境に関する様々な啓発活動に取り組まれていまし



た。省エネの啓発活動としては、家庭での電気使用量などをもとに専門の診断士が省

エネ診断を行い、エネルギー消費を抑える生活習慣等を助言する「うちエコ診断」、

省エネ住宅に関する事業者や一般県民向けセミナー、津和野高校で行われた断熱ワ

ークショップへの参画など幅広く活動されていました。

 鳥取県では、建築関係の民間事業者などで組織するとっとり健康・省エネ住宅推進

協議会と県が協力して、令和２年に鳥取県独自の省エネ住宅の基準を定め、その普及

に取り組まれていました。普及にあたっては、設計者・施工者向けの技術研修や補助

制度をセットにすることで、設計・施工の質の確保と施主の経済的負担軽減が両立で

きるよう配慮されていました。

 こうした県独自の基準を定めるに至ったのは、住宅の省エネ性能は住まい手の健

康に大きく影響すること、国の省エネ基準では家全体を経済的に暖めるのが難しい

ことなどが理由と伺いました。

 ＮＰＯ法人ＥＣＯフューチャーとっとりでは、令和元年度に断熱ワークリーダー

育成に取り組まれました。断熱ワークリーダーとは、断熱に関する知見と安価に実践

できるリフォーム実技を広める役割を担う人材のことで、町営移住お試し住宅など

県下３箇所での断熱ＤＩＹワークショップ開催を通じて人材育成に努められていま

した。

 長野県白馬高等学校では、教室の断熱ワークショップを地域の企業・団体・個人の

協力のもとに開催し、教室の断熱性能向上と環境問題に対する生徒の理解の向上に

取り組まれていました。断熱ワークショップは、白馬高校の生徒が自ら設計事務所や

工務店などの協力を取り付けてから学校に提案したのがはじまりとのことでした。

白馬高校での取組が長野県においても評価され、令和４年度には長野県の環境部局

が予算措置し、県内の６校で実施されるところまで発展していました。

 次に事業者における省エネに向けた技術開発や取組状況であります。

 出雲市の有限会社土江重機では、建設機械のエンジン出力を抑えてＣＯ２排出を

削減する計器コンソールカバーを開発・販売されていました。このカバーを取り付け

ることでエンジン出力を８０％に抑えることができ、岩盤掘削のような特に出力を

要する作業を除いては、作業効率に影響を及ぼさないとのことです。

 同社では、他にも公共工事にカーボンオフセットを導入するなど、積極的にＣＯ２

排出削減に取り組まれていましたが、一般的にはこのような排出削減の取組はあま

り広がっていないとの現状を伺いました。

 長野県伊那市の株式会社竹腰工業所では、企業等に向けた工場設備の省エネ対策

や環境対策の提案、無料セミナーの開催により、省エネに苦心する企業の支援に取り

組まれていました。同社が扱う対象は、建物・社屋、コンプレッサー、空調、照明、

廃水処理など幅広く、このような総合的な省エネソリューションを提供する会社は



全国的にも少ないとのことでした。

 次に脱炭素先進自治体の取組状況であります。

 鳥取県では、先ほども述べましたとおり省エネ住宅の独自基準を定められていま

す。同県では住宅関連施策を担う住まいまちづくり課が、脱炭素や環境を担う部署と

同じ生活環境部に設置されており、このような組織体制が先進的な省エネ住宅施策

に結びついたものと思います。

 長野県では、令和元年の台風１９号で２００年に１度の大雨を記録し、甚大な被害

が発生したことを契機として、同年１２月に「気候非常事態宣言」を発し、令和２年

１０月には議員提案により「長野県脱炭素社会づくり条例」を制定されました。同条

例では、２０５０年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目標として取り組むこと

が明記されており、現在、同条例に基づく行動計画にあたる「長野県ゼロカーボン戦

略」に基づき、関係部局が一丸となって総合的な気候変動対策に取り組まれていまし

た。

 長野県飯田市では、「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づく

りに関する条例」、通称「地域環境権条例」が定められていました。地域環境権とは、

市民が地域の再生可能エネルギー資源を利用し、当該利用による調和的な生活環境

の下に生存する権利とされ、同条例に基づいて、地縁団体などが再生可能エネルギー

を活用して行う地域づくり事業に対して、無利子融資などの支援制度が設けられて

いました。 

 活用事例として、自治会が公民館の屋根に太陽光発電を設置して全量売電し、その

収益を保育園の園庭の芝生化、天竜川鵞流峡の放置竹林伐採、伐採した竹や整備した

フィールドを活用した環境教育や竹いかだ下りなどの観光資源開発に活かされてい

ました。

以上の調査結果を踏まえ、以下５項目を要望するものであります。

① 省エネルギー社会の実現には、個人、企業、団体などあらゆる主体の理解・協力

が不可欠であることから、継続的かつ積極的に普及啓発に取り組むこと。また、

他自治体の啓発手法も絶えず注視し、効果的なものは躊躇なく取り入れること。 

② 業務・家庭部門において高い省エネ効果が期待されるのは住宅・建築物の省エネ

化であることから、ＺＥＨやＺＥＢなどの省エネ性能の高い住宅・建築物の建設

や既存住宅・建築物の省エネ改修が進むよう、省エネ化によるコストメリットや

健康効果などを交えた効果的な普及啓発や技術者の育成に民間事業者と協力して

取り組むこと。 



  併せて、住宅の省エネ性能においては、国が定める住宅性能表示制度において省

エネ基準よりも高い３段階の上位等級が設けられたことから、県民が住宅建設や

改修にあたり、快適で健やかな暮らしが実現でき、経済的で適切な省エネ性能を

選択できるよう、国による補助制度や省エネ性能などの普及啓発に取り組むこと。 

③ 県有施設について、新築・改築時のＺＥＢ化や既存施設における照明のＬＥＤ化

等省エネ性能の高い設備への取り替えが関係部局において進むよう、情報共有や

進行管理を行うこと。 

④ 津和野高校で実施された教室の断熱ワークショップのように、学校教育の場を

通じて生徒や地域の地球環境に対する関心を高める取組を推進すること。 

⑤ 公共工事において、建設機械の省エネ対策などの取組が広がるよう、工事成績評

定の加点対象とするなど事業者による省エネ化に向けた取組を促す仕組みについ

て検討すること。 

以上が、本委員会の調査テーマに関する調査結果の報告であります。

なお、委員会における議論では、運輸分野も含めすべての分野について省エネルギ

ー化の現状分析と課題解決に向けた取組が必要であること、省エネ住宅の普及にあ

たっては建築コスト削減も重要であることについて意見がありましたので、執行部

におかれてはご留意いただきたいと思います。

最後に、２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロを達成するためには、あらゆる主体

がその目標を我が事として捉え、それぞれができることを着実に進めていく必要が

あります。そのためには、まず県の各部局がカーボンニュートラルを指向して施策展

開するとともに、県自らが一事業主体として率先してカーボンニュートラルに取り

組み、条例制定なども視野に入れて県としての姿勢を示すことが必要です。執行部に

おかれては、２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロの目標を今一度全部局で共有し、

一丸となって取り組んでいただくようお願いをするものであります。

以上、建設環境委員会における審査の概要等を申し述べ、委員長報告といたしま

す。


